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平成 30年 2月 2日

厚生労働省医政局医療経営支援課

「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」（骨子案）について

平素より厚生労働行政の推進に格別のご理解を賜り、御礼申し上げます。

さて、厚生労働省においては、「医師の働き方改革に関する検討会J（以下「検

討会」という。）を設置し、平成 29年8月の第 1回検討会以降、医師に対する

時間外労働規制の具体的な在り方、労働時間短縮策等について議論を重ねてき

ております。

検討会においては、これまでの議論において明らかとなった医師の長時間労

働の実態を踏まえ、その改善のために直ちに取り組むべき事項を明らかにし、

取組を進めていく必要があるとされ、本年 1月 15日に開催した第6回検討会に

おいて、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組（骨子案）」（以下「緊急対

策案」という。）をお示ししたところです。この緊急対策案につきましては、本

年2月を目途に検討会においてとりまとめを予定しております。

緊急対策案のうち一部の項目については、現行の労働法制により当然求めら

れる事項が含まれておりますが、貴会を含む四病院団体協議会及び全国医学部

長病院長会議によるアンケート調査を見ると、医師の労働時間短縮に向けた各

医療機関における取組が早急に求められる状況にあります。

このため、貴会におかれましては、こうした状況を踏まえ、管下の医療機関

に対して、まずは緊急対策案を情報提供いただき、ここに示されている項目案

の速やかな実施に向けた検討の開始を促していただくよう、ご配慮をお願い申

し上げます。

医療機関が項目案の実施に取り組むに当たっては、別添の各種チェックリス

トも活用し得ることから、これらの医療機関が活用できる点検ツールについて

も、併せて情報提供いただくとともに、貴会が実施する会合等さまざまな機会

を通じて、改めて周知に努めて下さいますようお願いいたします。

なお、本件につきましては、別紙の病院団体及び公益社団法人日本医師会宛

てにも同内容を通知しておりますので、ご了知願います。



添付資料：

① 医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組（骨子案）

② 労務管理チェックリスト

③ 勤務医の労務管理チェックリスト（勤務医の労務管理に関する分

析i 改善ツールより）

④ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガ

イドライン

⑤ 【参考】医師の働き方改革に関する検討会 中間的な論点整理（骨

子案）



｜第6回医師の働き方改革に関する検討会（平成30年 1月15日）資料より｜

医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組

（骨子案）

医師の働き方改革に関する検討会においては、医師の時間外労働規制の施行

を待たずとも、勤務医を雇用する個々の医療機関が自らの状況を踏まえ、でき

ることから自主的な取組を進めることが重要と考え、以下のとおり、医師の労

働時間短縮に向けた緊急的な取組をとりまとめた。このうち、 1～3について

は、現行の労働法制により当然求められる事項も含んでおり、改めて、全医療

機関において着実に実施されるべきである。

これらの取組は、一人ひとりの医師の健康やワーク・ライフ・バランスの確

保と、医療の質・安全の向上のためにこれまでとは異なる新しい働き方を生み

出していくこと、若手医師のキャリア形成を応援できる勤務環境を整えていく

ための第一歩である。そのため、医療機関において経営や組織運嘗全般に責任

を持つ立場や、個々の医療現場の責任者・指導者の立場にある医師が主体的に

取り組めるよう支援していくことが重要である。

したがって、医療機関の自主的な取組を基本としつつ、厚生労働省による好

事例の積極的な発信、各種補助金による医療機関への財政的支援、都道府県に

設置されている医療勤務環境改善支援センターによる相談支援、各病院団体等

による支援がなされることが重要であり、そのような取組を強く求めるととも

に、実施状況を今後の議論の参考としたい。

また、医師の負担軽減や勤務環境の改・善に資する診療報酬での対応を図るこ

とは重要である。

さらに、医師の勤務負担の軽減、労働時間の短縮に向けては、患者やその家

族である国民の理解が欠かせない一方、医療を必要とする人が受診しづらい、

受診を控えざるをえないといった無理を強いる事態を招かないよう、適切な周

知と理解がなされることが不可欠である。国民の理解を適切に求めていく周知

の具体的な枠組みについて、厚生労働省において早急に検討されるよう求める。

11 医師の労働時間管理の適正化に向けた取組｜

労働時間短縮に向けた取組を行う上では実態を把握することが重要であるこ

とから、まずは医師の在院時間について、客観的な把握を行う。 ICカード、

タイムカード等が導入されていない場合でも、出退勤時間の記録を上司が確認

する等、在院時間を的確に把握する。

12 3 6協定の自己点検｜
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「l

36協定の定めなく、また、 36協定に定める時間数を超えて時間外労働を

させていないかを確認する。また、医師を含む自機関の医療従事者とともに、

36協定で定める時間外労働時間数について自己点検を行い、業務の必要性を

踏まえ、長時間労働とならないよう、必要に応じて見直しを行う。自己点検に

当たっては、診療科ごとの実態の違いを考慮した複数の定めとする対応も検討

する。あわせて、自己点検後の 36協定を適用対象である医師に対してきちん

と周知する。

13 既存の産業保健の仕組みの活用｜

労働安全衛生法に定める衛生委員会や産業医等、既存の産業保健の仕組みが

設置されていても十分に活用されていない実態を踏まえ、活用を図ることとし、

長時間勤務となっている医師、診療科等ごとに対応方策について個別に議論す

る。そのよで、労働時間短縮の具体的な対策として 4・6に掲げる事項等につ

いて検討する。

14 タスク・シフティング（業務の移管）の推進｜

各医療機関においては、医師の業務負担軽減のため、他職種へのタスク・シ

フティング（業務の移管）を推進する。

0 初療時の予診

0 検査手順の説明や入院の説明。薬の説明や服薬の指導

0 静脈採血

0 静脈注射

0 静脈ラインの確保

0 尿道カテーテルの留置（患者の性別を問わない）

0 診断書等の代行入力

0 患者の移動

等については、平成 19年通知（※）等の趣旨を踏まえ、医療安全に留意しつつ、

原則医師以外の職種により分担して実施することで、医師の負担を軽減する。

さらに、各医療機関において労働時間が長い医師について、その業務の内容を

再検討し、上記3の仕組みも活用しつつ、関係職種で可能な限り業務分担が図

れるよう検討を行う。

また、特定行為研修を修了した看護師を有効に活用し、タスク・シフティン

グを進めている医療機関があるという実態を踏まえ、特定行為研修の受講を推
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進するとともに、生産性の向上と患者のニーズに対応するため、特定行為研修

を修了した看護師が適切に役割を発揮できるよう業務分担等を具体的に検討す

ることが望ましい。

特に大学病院においては、今回緊急に実施した調査結果において他の病院団

体よりもタスク・シフティングが進んでいなかった現状を踏まえ、上記取組を

一層推進する。

（※）「医師及び医療関係職と事務職員等との間等で、の役割分担の推進についてJ（平成 19年 12月28日医政発 1228001

厚生労働省医政局長通知）

Is 女性医師等に対する支援｜

今後も女性医師が増加することを踏まえ、短時間勤務等多様で柔軟な働き方

の推進など女性医師が出産・育児等のライフイベントで継続的なキャリアの形

成が臨書されないよう各医療機関においてきめ細やかな対策を進める。

16 医療機関の状況に応じた医師の労働時間短縮に向けた取組l

1～5については、勤務医を雇用するすべての医療機関において取り組むこ

とを基本とするが、これ以外に、各医療機関の置かれた状況に応じた医師の労

働時間短縮に向けた取組として、勤務時間外に緊急でない患者の病状説明等の

対応を行わないこと、当直明けの勤務負担の緩和（連続勤務時間数を考慮した

退勤時刻の設定）、勤務聞インターバルや完全休日の設定、複数主治医制の導入

等、各医療機関・診療科の特性を踏まえた取組を積極的に検討し、導入するよ

う努める。
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医療分野の「雇用の質J向上のための載筋環境改善マネジメ ントシステム導入の

手引き （改訂版）中の労務管理チェックリス トをもとに厚生労働省で作成

労務管理チェックリスト

すべての医療機関の人事労務の担当をされている方は、労務管理に関する下記の法定事項について、セ

ルフチェックを行ってください。セルフチェックを行っていく中で、こで不明点がある場合は、医療勤務環

境改善支援センターまたはお近くの紅会保険労務士にご相談ください。

※このチェック表における「労働者」とは雇用している者（医師・看護職・医療スタッフ等）です。

1.労働条件、雇用について

内 容

d濯用契約書もしくは労働操件通知書を労働者I~度レていますか？

チェック欄

わから
はい l いいえ l

ない
曹 一一＋－－－－－－－一一一←ー・・・ー

舗穆槻則を作成レ、労働者に周知していますか？ I i iわから
置はい！ いいえ

ない
官・一一ーー一一ー一一＋ーーー一ー一一ーーーー十一ーー

③時的い休日労働を行うにあだっての労使協定－e~6協定〉を鰍吉レ、労働基l ！ ！わから
I はい’

準監督署に届出を行っていますか？ I i i ない

チェックのポイント

任期動者を採用する揚合、矧動条件を伝える文書を「労僅探件~矢口書」といいます。
②1 0人以上の労働者を雇用している揚合、京想敵見則を作成以労僅僅準監督署に届出する義務があります。

③1日8時鼠 1週間40時間を超えて矧働者を働かせる揚合、労使協定（36協定〉を結び、害!.ltm!轟金

を支払う必要があります。

2.帳簿・記録について

内容 1: チェック欄

明髄名簿・賃金制長・出動簿またはタイム力一ドはありますか？ I •-+ I ¥ ! ，、，、z iわから
は 11¥ I 111!1日目''-" .’ 1 ...・ιj ない

＠労働者ι澗働時間を把握していますか？ r I iわから
ーはい！ いいえ i

! ! ない

舗給伽段の鵬日警交の韓をレていますか？側閥動濁りますか？ T --t ！わから
．は い 1 ! 

! i ない

チェックのポイント

① 「労働者名簿」とは労働者の氏名、生年月日、住所等を記入した名簿です。

「賃金台帳」とは、矧動蓄の氏名、労働日獄、労働時間叙等を記入M三台帳です。

「出動簿」とlま賃金台帳の記載事項である労働時間叡等を確認するための帳簿です。



3.労働剰貧及ひ社会保険について

内 容 チェック欄

任滞望自の労働者に対して、労働保険〈労災保険・雇用備委D、社会保険〈健劇期実・ l I iわから
E はい！ ス 1

．．厚~空重哲男望。－．（ζ全主］Q6V 1雪空空全一ー一一一一－一一一一一一－一一一一一一一＿＿＿＿＿＿J＿一一一－一一一一L一一一一一一一j一一生）一一
⑫開勤の労働者に対して、動務実態に即じた適切な労働保険及ij社会保険の加l i iわから ．

E はい
入をレていますか？ I ! ! ない

チェックのポイント

d淵勤側貧〈労災側貧と雇用保院は願リとして労働者が1人でもいれi劫日入義務力濁ります。

また、社会保険であ忍健康側演と厚生年金保隙怠法人であれば1人で怠個人煽完であれば5人いれ
ば＼加入観効濁ります。

⑫開動の矧動蓄の揚合、働き方によって加入義務の要件力漫わってきます。お悩みの揚合、医療差勝

環境改善支援センター等ヘ相談レてみまレょう。

4.蹴暴の安全衛生について

内容

d満生管理者及び産鏑室を選任していますか？

チェック欄

！わから
はい : いいえ i

ない

＠衛生委員会〈または安全衛生委員会〉を設置していますか？ I I iわから
ーはい！いし1え！

l L ない
③常勤の労働者に苅レて、年に1回以上の定期健康診断を行っていますか？ r i iわから

ーはい jいいえ！ ない

ー一一一一一一一一一一一一一一
＠滞劉の労働者に対レて、年に1回以上のストレスチェックを行っていますか？r I iわから

ーはい iいいえ ！

ー一一一一一一一_l＿＿＿＿＿＿一一一L－~~~－－－－e漫時間労働者に苅する医師による面接指導を行っていますか？ I I iわから
ーはい ． え i

i i ない

チェックのポイント

任耀注管理者は労働災害の防止などを脂協としており、常時50人以上の労働者がいる揚合、 1人以上
選任レなくてはなりません。

産業医は、労働者の健康管理等を行う医師で、常時50人以上の労働者がいる揚合、 1人以上選任しな

くてはなりません。ただし、法人の代表者等が自らの事業揚の産業医を兼ねることはできまぜん。
＠滑時50人以上の労働者がいる事業揚では、労働者の健層部章害の防止や、健康の保持増進等に関レて謂

査審議を行う衛生委員会を設置しバまければなりません。また、衛生委員会は、毎月1回以上開催するよ
うにじなければなりません

③健康診断において異常の所男があった者については～健康保持のために必要な措置についての医師の意
男を聴き、必要な事後；首置を講じなければなりません。

＠湾時50人以上の労僅盾カTいる事業揚では、ストレスチェックを行わなければなりません。ストレスチ
ェックの結果、高ストレス者として選定された者であって、医師による面2妻子昆専の必要があるとストレ
スチ工ツク戴諸活習めた者から申出があった揚合は、医師による面鎚轄を実施l_.t；なければなりませ

ん。また、面f妻子毘専の結果に基づき、その労働者の健康保持のために必要な蹟置についての医師の意見
を聴き、必要な事後措置を講じなければなりません。

⑤酒援の申出をした長時間労働者〈時間外・休日矧働時間100時間以上〉に対する面留旨導の結果、その

労働者の健康保持のために必要な措置について医師の意見を聴き、必要な事後指置を講じなければなり

ません。



5.出産・育児・介護について

内 容 チェック欄

任濯前産後休業構リ度、育児休業制度を規定していますか？ I I iわから
ー は い iいいえ i

官 一－－t一一一一一一一斗－－－~~~一一
②母性健康管理措置⑮院側目、通製麟臥休憩時瓶勤務瞭占の短縮等〉を規l I iわから

I Id: い目 町

定レていますか？ I_ l l-ない
③妊娠中皮涯後1年以内の女性労働者に対する貯畝勤務免除・深夜労働〈宿l I -iわから

I はい
直、夜勤等〉免除の借憶を去綻レていますか？ _J_ －~ --t--ない
④3歳嫡の子を餐育する労働者に対する短欄勤務搬をはじめとする育児と l

I I わから
仕事の両立支援のための帝U度〈子の看護併司氏所定外労働時間制限、時間外労 lはい！ いいえ

I i , ない
働制限、深夜業制R艮〉を規定していますか？ _J_ J __ 
@rt護休業情リ度を規定していますか？ I .L I -iわから

ーはい： いいえ l

よ ！ ない

-@ji護と仕事の両立支援のための制度〈介護官悶低所定外労働制限、時間外労働l ! -！わから
I は い

制限、深夜業制限、所定労働時間協信等の箔富むを規定していますか？ I i i ない

チェックのポイント

d清児休業制度l本育児・介護休業法に基づき、矧軍盾が申レ出ることにより、原則とレて子どもが1歳に

なるまでの鼠休業することわでできる制度です。

信男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理詰置として、保（趨昏事ヌは健廃合査を受けるための時間の確保、

勤務時間の変更、勤務の聡戚等力濁ります。

③労働基準法に基づく母性保護規定とレて、妊産婦の時間外労臥休日労働、深夜業の制限、変形労働時間

制の適用制限、妊自前コ軽易業手簿封負等力濁ります。

＠湾兜・介護休業法に基づき、 3歳に満たない子を養育する労僅盾は所定労働時間協鶴首置〈短時間勤務制

度〉・所定外労働の制即コ制度を、 IJ＼学問梓の始期に達するまでの子を養育する労働者は子の看護休暇・

時間外労働の制限・深夜業の帯由良の制度をその申出により利用すること力十できます。

⑤介護休業制度は、育児・介護休業法に基づき、矧動蓄が申し出ることにより、要介護状態にある罰則人

につき、 3回を限度とレて、通算93日まで休業をすることわでできる制度です。

⑤湾児・介護休業法に基づき、要介護状態にある家事実を介護する矧働者は、介護側民所定外労働制限時

間外矧動制限、深夜業制限、所定労働時間短縮等の措置の制度をその申出により利用することカヤできます。

※姐辰・出産・育児休業・介護休業等を理由とする解雇などの不利益取扱いは男女雇用機釘句等法及ひ育

兜・介護休業法で禁止されています。

6.ハラスメント対策について

内容 チェック欄

①セクシュアルハラスメント似指止指置く儲鑓窓口等〉を講じていますか？ I L I .. -iわから
·~、 U • ' U 山，.，..， ' -- i ”－  i ない

②妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する／＼ラスメントのお止指置（相談窓l ! iわから
E はい

口等〉を講じていますか？ I i i ない

チェックのポイント

d入②セクシュフフルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止する

ため、事業主の方針の明確化及びその周知・啓発や帽制欄の整備等のハラスメント防ヰ措置を講じるこ

とは、すべての事業主に義到寸けられています。



｜日本医師会「勤務医の労務管理に関する分析・改善ツール」より｜

I 分析・改善ツールの使い方

ステップ1 勤務医の労務管理チェックリストによる現状把握・分析

本ツーノレは院長、副院長、医局長などの管理職、事務長、人事労務担当者を対象に設計されています。これらのメン

ノてーを参集してチェックを行うことをお勧めしますD この分析・改善ツーノレ （チェックリストと改善手順）は、勤務医の労務管理に

おいて特に重要な「労働時間管理に関する勤務医への周知」 「労働時間の適正把握J「労働時間・休憩・休日の取り扱

い」 「時間外・休日労働協定（36協定）締結と運用J「割増賃金の取り扱いJ「衛生管理と健康支援jおよび「女性勤務

医の就労支援jに関する領域を7つに区分し、それぞれ1分野につき5問、計35問によって構成されていますo なお、本チェ

クリストはすべての法令を網羅しているものではありません。

現状把握・分析の方法は以下の手順に従います。

L 項目 ； ポイント

①勤務医の労務管理チェック

リストへの回答・集計

②各チェックポイントの設問・

解説の確認

③改善項目の選定
（ステップ2の事前準備）

まずはチェックしてみましょう。

不明なところは「わからないJにチェック

分析チャートを作成

施設における労務管理の現状を確認

難易度ランク「AJ「BJ「CJを確認
労働環境改善を実施する場合の優先順位を決める目安に

取り組み方について解説していますので参考にしてくださ
し1。

． ①チェックリストへの
回答・集計

． ②チェックポイントの ． 
設問・解説の確認

③改善項目の

選定

※ なお、このチェックリストは、労働基準監督署による調査項目、および労働関係諸法令のすべてを網羅するものではありません。また、

現状把握・分析を行うにあたり必要に応じて社会保険労務士等の労務管理の専門家の支援を得ることをお勧めいたします。医療法の改

正法案によって勤務環境改善に取り組む医療機関やその支援を行う「医療勤務環境改善支援センターjの支援などに際しても活用可能

な資料になると思われます。

ステップ2 労働環境改善の手順 医互回

勤務医の労働環境改善のために、労働時間制度や賃金制度、休業制度等の見直しを行う場合は、勤務体制、勤務医

の業務内容の見直しをセットにして取り組む必要がありますD 特に、本ツーノレ活用で、明らかlこなった課題の見直しのためには、

目的や方針設定、何をいつまで、にどこまで、進めるかといったゴーノレ設定、実行するための体制作りが重要ですD

「ステップ2Jでは、病院内に改善チームなどを立ち上げ、 PDCAサイクノレのスパイラノレアップの取り組みで、勤務医の労働

環境改善を進めることを提案します。職員の同意を得ながら、まずは小さなすぐにできるところからはじめ、ステップ・パイ・

ステップで、自主的な働き方のノレーノレをつくり、よりよい医療体制を構築していくことが望まれます。労働環境改善に関してPD

CAサイクノレをまわすステップ、取り組み開始のタイミング、チームの作り方の例を示しました。
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II 分析・改善ツール

ステップ1 勤務医の労務管理チェックリストによる現状把握・分析

① チェックリストの回答・集計

[ l］～［ 7］の5つの設問を一つずつ読み、勤務医の労務管理に関して当てはまるかどうかについて、「はいj、「いいえj、

「該当しないjのいず、れかにチェックを入れてみましょう。もし、すぐに判断できなければ ［わからないJ、にチェックを入れます。

回答がすべて終了したら、各分野の最終行にある「合計j欄に「はいJ、「いいえJJわからないJ、「該当しないjの回答数（0

～5）を記入し、「勤務医の労務管理チェックリスト分析チャートJを作成します。

② チェックリストの設問・解説の確認

チェックリストの回答に対する下記のコメントを参考に、次ページ以降の「勤務医の労務管理チェックリストの設問と解説J

を読み、病院における労務管理の良いところ、改善が必要なところを確認しましょう。

fはいj j良好な状況です。さらに勤務医が働きやすい管理ができるか考えてみましょう。

「いいえj j改善の余地がありますので、まずは解説を読み問題点を確認しましょう。

j解説を読み、もう一度チェックリストの設問に対して「はいj、「いいえj、「該当しないJ
fわからないjjで回答してみましょう。

：設聞のケースに該当する場合がないなど、「はし＼j、「いいえJ、「わからなし＼jとい
「該当しないJ: 

：う回答ができないときに使用します。

③ 改善項目の選定

これまで、の回答・集計結果に基づき改善活動を行う場合の優先順位を決める目安として、設問ごとに「難易度Jランク

を設定しました。「A」の項目は、人事・労務管理部門主導で改善可能な場合が多く、一方、「BJ、「CJの項目は、勤

務医の働き方に影響する分野であり、病院全体で組織的、かっ計画的に実施する必要がありますので、「ステップ2Jの方

法を参考に取り組むことをお勧めいたします。

A j届け書の作成・届け出などおおむね事務処理を適正化することで改善できるもの。

B ：改善にあたり労務管理制度・勤務体制の改定を伴う場合があるもの。

c j改善にあたり労務管理制度・勤務体制の「大幅なj改定を伴う場合があるもの。
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[1］労働時間管理に関する勤務医への周知

就業規則を作成し、勤務医に周知しています。

2 ！労働条件が、勤務医に対して明示されています。

3 ！労働契約書 ・労働条件通知書を勤務医に対して交付しています。

4 ！時間外・休日労働協定 （36協定）などの労使協定は勤務医に周知しています。

5 1勤務表を作成し、勤務医に周知しています。

合計

[2］労働時聞の適正把握

．出動・欠勤だけではなく、タイムカード・自己申告により労働時間数の把握を行っています。

2 ！参加が義務づけられているカンファレンス・症例検討会に要した時間を労働時間として取り扱って ． ． 
：います。

3 i残業命令に基づかない自発的残業であっても、業務上の必要性がありやむを得ず残業している i
：；場合には、労働時間として取り扱っています。

4 ！仮眠時間中に救急医療を頻繁に行うことが通常である場合、その仮眠時間は休憩時間ではなく ・

j労働時間として取り扱っています。

5；院外勤務（外勤）での勤務時間を労働時間として把握し、通算して管理しています。

合計

かから ・骸 当
は い jいいえ・ ・ ・健易度な い・しない

A 

A 

A 

A 

B 

わから ・該 当はい・いいえ ・ ・ ：鍵易度な い・しない

B 

c 

c 

c 

B 

[3］労働時間・休憩・休日の取り扱い ：わから j骸当
・は いiいいえ－ － j’E易度：ない：しない

（変形労働時間制を採用していない場合）1週間の所定労働時間は 40時間以内、 1日の所定労働時 i

聞は8時間以内となっています。

2 i変形労働時間制を実施している場合、対象となる勤務医・変形期間・週平均所定労働時間・ i
j起算日・始業終業時刻等を適正に定めています。

3 I週1目、または4週間で4日以上の休日を与えています。

4 ；労働基準監督署長の許可を受けて実施している宿日直において、救急医療等の通常業務を日常

：的に行わせていません。

5 ~労働時間・休憩・休日の規制の適用除外となる管理監督者の対象者は、「部長J などの役職名
ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断しています。

合計

[4］時間外・休日労働協定（36協定）の締結と運用 は

；；職員の過半数を代表する者等と36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ています。

2 ! 36協定に定めている「延長するととができる時間Jは、「1ヵ月 45時間jなどの限度時間内とし ；

－ 
jています。

3 ~ 36協定に定める 「延長することができる時間jを超えて労働させることはありません。

4 ！特別条項付きの36協定を締結している場合、その「特別の事情jは臨時的なものになっています。 ：

5 ！特別条項付きの36協定を締結している場合、その延長時間はできるだけ短く定めるように努力し ；

－ています。

合計

6 

B 

B 

B’ 

c 

c 

：わから jE震当
いjいいえ・ 目 j’E易度i；ないjしない

A 

A 

B 

A 

A 



[5］割増賃金の取り扱い

；残業時間や割増賃金のカットなど、サービス残業等による割増賃金の不払いはありません。

2 ！時間外労働等に対して定額の割増賃金を支給している場合、その金額は基本給と明確に区分し i

－ 
jており、基本給に含めていることはありません。 ； 

3 ！定額の割増賃金を支給している場合、突発的に時間外労働が増加し、定額の割増賃金額を実 ；

－ 
j際の割増賃金額が上回ってしまったときは、その差額を支給しています。 l 

4 ！労働基準監督署長の許可を受けて実施している宿日直において、救急医療等の通常の労働を突 ；

－ 
j発的に行った場合には、その時間に対して割増賃金を支払っています。 ； 

5 ！割増賃金の算定基礎となる賃金から除外している諸手当は、住宅手当など適正なものとなってい ；

：ます。

合計

[6］勤務医の安全と健康の確保（安全衛生管理体制）

1 j産業医・衛生管理者（常時使用する職員が 10人以上50人未満の場合は衛生推進者）を選任しています。 j

2 I衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催しています（常時使用する職員が 10人以上50人未満の場合 ；

；は安全または衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴く機会を設けています）。

3 ！常勤の勤務医について、 1年（漂夜業を含む者については、 6ヵ月）以内ごとに1回、定期的に健康診 ；

－ 
i断を行っています。 ； 

4 ；時間外・休日労働時間が1ヵ月当たり 100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる勤務医 ；

－ 

j；が申し出た場合は、医師による面接指導を行っています。 ： 

5 ！「心の健康づくり計画Jの策定など、組織的・計画的に施設のメンタルヘルス対策の取D組みを行っ ；

．ています。

合計

[7］女性勤務医の就労支援

：妊娠中および産後 1年を経過しない女’性勤務医から請求があった場合には、当直・日直勤務を ：

j免除しています。 ； 

2 ；産前6週間のうち女性勤務医から請求があった期間、および本人の就労希望の有無にかかわら ；

－ 

jず産後8週間は、休業させています。 ； 

3 ；勤務医から申し出があった場合には、子が1歳に達するまで育児休業をとることを認めています。

4 !3歳未満の子を養育する勤務医について、希望があれば利用できる短時間勤務制度を設けてい ；

jます。 ! 

5；妊娠、出産、産前産後休業の取得、深夜業免除などの申し出をしたり、受けたことを理由として、 j
j退職を勧めたり、不利益な配置の変更を行うなど不利益な取り扱いをしていません。

合計

．わから ：1震当はいiいいえ － j灘易度jない jしない

c 

B 

c 

c 

A 

．わから；殴当
；鎌易度

：ない ：しない：

A 

B 

B 

B 

B 

；わから ；骸 当
はい：いいえ・ ・ ；雛易度－ない ！しない

c 

B 

c 

c 

B 

勤務医の労務管理

チェックリスト分析チャート
【分析チャートの作成・分析】

[7］女性勤務医の

就労支援

[6］勤務医の安全と

健康の確保

（安全衛生管理体制）

[2］労働時間の

適正把握

[3］労働時間・

休憩・休日

の取り扱い
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①作成方法

各分野において 「はい・該当しない」と回答

した数 （0～5）を分析チャートにプロットし作成し

ます。

②分析

全体的には、チャートが広い方が良好な労務

管理が行われているといえます。

’チャートの形状により施設における労務管理状

況のバランスを視覚的に把握することができます口



(1）勤務医の労務管理チェックリストの設問・解説

1分野ごとに見開きで、左ページに勤務医の労務管理チェックリストの設問・解説、右ページにその分野全体の解説を掲載

していますD

[1］労働時間管理に関する勤務医への周知

設問 答え解説

就業規則を作成し、勤務医に周知して

います。

日常時 10人以上の職員を使用する施設において

は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督

署長に届け出なければなりません。

口就業規則は、常時施設内の見やすい場所へ掲

示し、または備え付けるなどの方法によって職員

に周知させなければなりません。

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

労働条件が、勤務医に対して明示され

ています。

口雇入れの際には使用者は職員に対して、賃金、

労働時間などの労働条件を必ず明示しなければ

なりません。

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

労働契約書・労働条件通知書を勤務医

に対して交付していますo

口労働条件の明示に関して、特に重要な5項目 （右

ページ参照）については、書面を交付することによ

り明示する必要があります。 、．，、．，

I

M

E

W

 

な

な

え

ら

し

い

い

か

当

は

い

お

該

『

E
E
d

『

E
E
d

司
・
・
」
司
E
E
J

F
・・』

F
・E
』

F
E
E』

F
E
E』

時間外・休日労働協定（36協定）など

の労使協定は勤務医に周知していますo

口労使協定は、就業規則と同様に常時施設内の

見やすい場所へ掲示し、または備え付けるなど

の方法によって職員に周知させなければなりま

せん。

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

勤務表を作成し、勤務医に周知してい

ますD

口 1ヵ月単位の変形労働時間制を採用している場

合、始業・終業時刻について就業規則に「各日・

各週の労働時間は、事前に勤務表を作成し職

員に周知する。Jと定めているときがあります。そ

のときは労働時間の長さだけではなく、それぞれ

の自の始業および終業時刻を定めて職員にしっ

かりと周知しましょう。

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない
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口 就業規則を作成するための7つのポイント

1.常時 10人以上の労働者を使用する事業所では就業規則を必ず作成しなければなりません。また、 10人未満

であっても、就業規則を作成することが望まれます。

2.就業規則は、正規職員だけではなく非正規職員も含め、すべての労働者に適用されるようにすることが必要です。

3.就業規則に記載すべき事項には、必ず記載しなければならない事項と、定めをした場合には記載しなければな

らない事項の2種類があります。

4.就業規則の内容は、次のようなものでなければなりません。

・法令または労働協約に反していないこと

・事業場の実態に合ったもので、あること

・わかりやすく明確なものであること

5.就業規則を作成、変更する場合には、労働者の過半数代表の意見を聴かなければなりません。

6.就業規則は、労働者の過半数代表の意見書を添付して労働基準監督署長に届け出なければなりません。

7.作成した就業規則（※）は、各労働者に配布したり、各職場に掲示するなどによって労働者に周知しなければ

なりません［チェック1］。

※時間外 ・休日労働協定（36協定）その他の労働基準法で定める労使協定についても、 同様の方法により周知する義務があります ［チェック4］。

口労働条件の明示

使用者と労働者の雇用関係は、労働契約を締結することによって始まりますD 労働契約を結ぶに当たっては、使用者は

労働者に対して、賃金、労働時間などの労働条件を明示しなければなりません。

さらに、特に重要な5項目 「①労働契約の期間、 ②就業の場所・従事すべき業務、 ③始業・ 終業時刻、残業の有無、

休憩時間、休日、④賃金の決定、計算と支払いの方法、締切日・支払日、⑤退職に関する事項（解雇の事由を含む）jついては、

労働者に対して書面を交付しなければいけません［チェック2・3Jo

契約期間 ；期間の定め無し、期間の定めあり（ 年 月 日～ 年 月 日）

始業・ 終業の 1 始業・終業の時刻始業（ 時 分） 終業（ 時 分）

時刻、休憩時間 2 休憩時間（ 分）

休日 ：定例日：毎週（ 曜日）、国民の祝日、その他（

休暇
1 年次有給休暇 6か月継続勤務した場合→（ 日）

2 その他の休暇有給（ ） 無給（

1 基本賃金イ月給（ 円） ロ日給（ 円）

ハ時間給（ 円） ニその他（ 円）

2 諸手当の額イ手当（ 円） ロ 手当（ 円）

賃金 3 所定外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

イ所定時間外 法定超（ ）%、所定超（ ）%  

口休日 法定休日（ ）%、法定外休日（ ）%  

ハ深夜（ ） %  

退職に関する事項
1 定年制（有（ 歳）、無）

2 解雇の事由及び手続（

※書面明示の方法については、「労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約締結の際に交付することとしても差し支えないことjとされて

います。「労働条件通知書jのフォームは、厚生労働省や各都道府県労働局のホームページからダウンロードできます。
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[2］労働時間の適正把握

設問

出動・欠勤だけではなく、タイムカード・

自己申告により労働時間数の把握を行っ

ていますD

参加が義務づけられているカンファレン

ス・症例検討会に要した時間を労働時

間として取り扱っていますo

残業命令に基づかない自発的残業で

あっても、業務上の必要性がありやむを

得ず残業している場合には、労働時間と

して取り扱っています。

仮眠時間中に救急医療を頻繁に行うこと

が通常である場合、その仮眠時間は休

憩時間ではなく労働時間として取り扱っ

ていますo

院外勤務（外勤）での勤務時間を労働

時間として把握し、通算して管理してい

ます。

解説

口使用者は、労働日ごとに始業・終業時刻を確認・

記録し、これを基に何時間労働したかを把握・

確定する必要があります。

口業務命令により参加が義務づけられた力ンファレ

ンス・症例検討会に要した時間も労働時間とな

ります。したがって、所定労働時間外に行われ

るカンファレンス・症例検討会に参加した時間は

時間外労働となります。

口たとえ残業命令をしていなかったとしても、業務

上の必要性がありやむを得ず残業していることを

上司が知っていたのであれば、「黙示の残業命

令Jがあったものとして時間外労働となる場合が

あります。

口残業承認制などの方法をとることにより、自発的

残業を放置することのないようにしましょう。

口仮眠時間であっても急患に即応しなければなら

ないことが義務づけられていたり、救急外来の

合間における仮眠時間は、休憩時間ではなく労

働時間として算定される場合があります。

口労働時間に関する労働基準法の規定（例えば、 1

日8時間を超えて労働時間を延長した時に割増手当の支

払いを義務づけた労働基準法第37条など）は、事業

場が異なっても通算しますので、院外勤務（外勤）

での勤務時間も把握し、通算して管理する必要

があります。
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答え

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない



口労働時聞の把握

厚生労働省による労働時間の把握方法のガイドライン（労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準）では、

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置が具体的に示されています。そこで、は、「使用者は、労働時間を

適正に把握するため、労働者の労働日毎の始業・終業時刻を確認し、これを記録することJとし、次の方法によることとし

ています［チェックl］。

始業・終業時刻の確認および記録の方法
※自己申告制により始業・終業時刻の確認お
よび記録を行う場合には、あいまいな労働
時間管理となりがちであることから「自己申
告制を導入する前に、その対象となる労働
者に対して、労働時間の実態を正しく記録
し、適正に自己申告を行うことなどについ
て十分な説明を行うこと。jなどの措置を講
ずることとしています。

原則 ；使用者による現認、またはタイムカード、 ICカード等の客観的な記録席目 伊国有i示会場.~

｜例外 ；自己申告制〈ぶ

口労働基準法上の労働時間

労基法の労働時間とは、最高裁判例において「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間jとされています。

この基準に基づけば、勤務医の病院施設における時間を次のように整理することができます。

「チェック2・3Jは、実作業時間、私的時間であるか、また「チェック4Jは、手待ち時間であるか、休憩時間であるか

を論点とした設問です。なお、実際に作業はしていないものの業務があれば即応する必要があるなど労働から解放されず

待機している時間を「手待ち時間jといいます。この時間は、休憩時間（労働から解放されている時間）には該当しないため

労働時間となりますD

実作業時間

手待ち時間

宿・日直時間

労働時間である

※「宿日直時間jについては、
所轄労働基準監督署長の
許可を受けている場合は、
労基法での労働時間規制
の対象とはなりません。
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口院外勤務（外勤）の労働時間の計算
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労基法の労働時間規制の趣旨は、過重な労働時間の抑制であるため、勤務する病院が異なる場合、 1日8時間、週

40時間の法定労働時間、時間外労働に関する規制など労基法の規定の適用についてはそれぞれの病院での勤務時間を

通算するとされています。［チェック 5]
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[3］労働時間・休憩・休日の取り扱い

設問

（変形労働時間制を採用していない場合） 1週

間の所定労働時間は40時間以内、 1日

の所定労働時間は8時間以内となって

います。

変形労働時間制を実施している場合、

対象となる勤務医・変形期間・週平均

所定労働時間・起算日・始業終業時刻

等を適正に定めています。

週1回、または4週間で4日以上の休日を

与えています。

労働基準監督署長の許可を受けて実施

している宿日直において、救急医療等の

通常業務を日常的に行わせていませんロ

労働時間・休憩・休日の規制の適用除

外となる管理監督者の対象者は、「部長j

などの役職名ではなく、その職務内容、

責任と権限、勤務態様等の実態によっ

て判断していますo

解説

口原則として週 40時間、 1日8時間を超えて労

働させることはできませんので、所定労働時間も

その範囲内において定めなければなりません。

口1勤務の所定労働時間が夜勤の場合など8時間

を超える場合には、変形労働時間制を採用しな

ければ恒常的な時間外労働が生じてしまいます。

口1ヵ月単位の変形労働時間制を実施する場合に

は、設問の事項に関して就業規則に定めるまた

は労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署

長に届け出なければなりません。

口少なくとも週1回（曜日は問いません）、または4週間

で4日以上の休日を与えなければなりません。

口宿日直勤務は、常態としてほとんど労働する必要

のない勤務であり、病室の定時巡回、少数の要

注意患者の検脈、検温等の特殊な措置を要し

ない軽度の、または短時間の業務を行うことを目

的とするものに限られていますので、原則として

通常の労働の継続となるような業務は宿日直勤

務とは認められません。

口病院内で管理職とされていても、一定の基準（右

ページ参照）に基づき総合的に判断した結果、労

働基準法上の「管理監督者Jに該当しない場

合には、同法で定める労働時間等の規制を受け、

時間外労働手当や休日労働手当の支払いが必

要となります。
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答え

いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない



口労働基準法の労働時間・休日に関する規制

・労働時聞の規制（法定労働時間）［チェック1]

1週40時間および1日8時間

・休日の規制（週休制）［チェック3]

週1固または4週4日以上

時間外・休日労働協定（36協定）を締結・
労働基準監督署長に届出

なお、休日は 「暦日休日制（午前0時～午後12時）jですので、例えば夜勤の終業時刻が午前9時、翌日の日勤の始業

時刻が午前9時で、あった場合、その継続した 24時間は原則として休日とは認められません。

口「1ヵ月単位の変形労働時間制jとは

病院での労働時間は、夜勤など1勤務における労働時間数が8時間を超える場合がありますし、またシフトの状況によっ

ては週40時間を超えることがあります。そのときは、 36協定の締結・届出を行い、 1日8時間、週40時間を超えた労働

に対しては時間外労働の割増賃金を支払わなければなりません。そのような場合に活用できるのが変形労働時間制です。

たとえば1ヵ刃単位の変形労働時間制では、 1ヵ月あたりの総所定労働時間数を平均して週40時間以内になれば、 1日

8時間を超え、また週40時間を超える所定労働時間を定めた場合で、あっても、時間外労働とはならないため割増賃金の

支払いは不要になります ［チェック2］。

口労働時間・休憩・休日に関する規制の適用除外者

1.宿日直勤務 ［チェック4]

宿日直勤務について、労働基準監督署長の許可を受けた場合には、労基法の労働時間・休憩・休日に関する規制の

適用がありません。その許可の基準として定められている事項の概要は次のとおりです。したがって、宿日直勤務中に救急

患者の対応等が頻繁に行われ、夜間に十分な睡眠時間が確保できないなど昼間と同様の勤務に従事することとなる場合、

宿日直 （断続的労働）で対応することはできません‘。

①常態としてほとんど労働する必要がない勤務のみを認めるものであること。

②宿日直勤務については、相当の睡眠設備を設置し、また夜間に十分な睡眠時間が確保されなければならないこと。

③宿直勤務は、週 1回、日直勤務は月 1回を限度とすること。

④宿日直勤務手当は、職種毎に、宿日直勤務に就く労働者の賃金の 1人 1日平均額の 3分の 1を下らないこと。

※ 詳しくは、「巻末資料 資料4Jをご確認ください。

2.管理監督者［チェック5]

「管理監督者Jは労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労基法の労働時間・

休憩・休日に関する規制の適用がありません。「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、

責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します口

①労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること。

②現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること。

③賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること。
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[4］時間外・休日労働協定（36協定）の締結と運用

設問

職員の過半数を代表する者等と36協定

を締結し、所轄労働基準監督署長に届

け出ています。

36協定に定めている「延長することがで

きる時間jは、「1ヵ月 45時間Jなどの

限度時間内としていますo

36協定に定める「延長することができる

時間jを超えて労働させることはありま

せん。

特別条項付きの36協定を締結している

場合、その「特別の事情jは臨時的な

ものになっています。

特別条項付きの36協定を締結している

場合、その延長時間はできるだけ短く定

めるように努力しています。

解説

ロ時間外労働・休日労働を行わせる場合には、

職員の過半数代表者等との書面による協定 （い

わゆる36協定）を締結し、所轄労働基準監督

署長に届け出なければいけません。

口36協定は、有効期間 （原則として最低1年以上）

を定めることとされており、有効期間が満了する

場合には改めて締結・届け出が必要となります。

口36協定で定める延長時間については、限度時

間（右ページ「チェックポイン卜2J参照）が定められ

ており、 36協定の内容が限度基準に適合した

ものとなるようにしなければならないとされていま

す。

口36協定に定めた1日を超える一定期間、または

1年間の「延長することができる時間Jを超えて

労働させた場合は、労働基準法違反となってし

まいます。

口限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延

長することができる「特別の事情jは、臨時的

なもの （一時的または突発的に、時間外労働を行わせ

る必要のあるものであり、全体として1年の半分を超えな

いことが見込まれるもの）に限るとされています。

口特別延長時間については明確な上限時聞があ

るわけではありませんので、「100時間J「120

時間Jと定めるととは可能ですが、できるだけ短

く定めるよう努力する必要があります。
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答え

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］骸当しない



口時間外・休日労働協定（36協定）のチェックポイント

チェックポイント1…・

1.必要な協定事項

口 ；時間外労働をさせる必要のある具体的な事由

口 ：時間外労働をさせる必要のある業務の種類

口 ：時間外労働をさせる必要のある労働者の数

口 ；1日について延長することができる時間

ロ ；1日を超える一定期間について延長することができる時間

口 ；有効期間（最も短い場合でも 1年間）

2.協定の当事者（労働者側）

協定では、労働組合がない事業所の場合には、使用者と労働者の過半数を代表する者との間で締結することが必要で

すが、その者は次のいずれにも該当する者でなければなりません。

口 ；労働基準法上の管理監督者でないとと。

口 ：労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

( う

チェックポイン卜2・・H ・H ・...・ H ・H ・H ・－… H ・H ・－…

1.「1日を超える一定期間jの区分

口 ：1日を超えて3ヵ月以内の期間

口 ；1年間
iの双方について延長時間を協定しなければなDません。

2.延長時間の限度

口 ：36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません（対象期聞が3ヵ月を超え

；る1年単位の変形労働時間制を除く）。

間

…
間

…
時

…
度

期

…
限

1週間

15時間

2週間

27時間

4週間

43時間

1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 1年間

360時間45時間 81時間 120時間

口特別条項付き36協定のチェックポイント

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付き 36

協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。この場合、次の要件を満たしていることが必要ですD

口 原則としての延長時間（限度時間以内の限度）を定めること。

口 ；眼度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない事情をできるだけ具体的に定めること。

「特別の事情jは、次のア、イに該当するものであること。

口 ア．一時的または突発的であること。

イ．全体として 1年の半分を超えないことが見込まれること。

ロ ； 定期間申途中で特別申事情が生じ、原則として延長時聞を延長する場合に労使がとる手続を、

協議、通告その他具体的に定めること。

口 ；限度時間を超えることのできる回数を定めること。

口 ；限度時間を超える一定の時間を定めること。

口 ；限度時間を超える一定の時間を定めるに当たっては、当該時聞をできる限り短くするように努めること。

口 限度時聞を超える時間外労働仁係る割増賃金申率を定晶、そ申率は法定割増賃金率を超える率と

するように努めること。
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[5］割増賃金の取り扱い

設問 答え解説

残業時間や割増賃金のカットなど、サー

ビス残業等による割増賃金の不払いは

ありません。

口 36協定に定める「延長することができる時間j

を理由に時間外労働手当等をカットしたり、自己

申告制、残業承認制を取っている場合において

自己申告や承認を受けた終業時刻と実際の終

業時刻が異なっていると、未払い賃金があるも

のとして労働基準監督署からの是正勧告（行政

指導）や、未払い賃金訴訟といったリスクが生じ

る場合があります。

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

時間外労働等に対して定額の割増賃金

を支給している場合、その金額は基本給

と明確に区分しており、基本給に含めて

いることはありません。

口通常の労働時聞の賃金に該当する部分と時間

外労働等の割増賃金に該当する部分を明確に

区分する必要があります。もし、基本給と定額の

割増賃金を区分せず、単に「基本給（割増賃金

を含む）Jとして金額を表示している場合には別

途割増賃金を支払わなければならないので、ご

注意ください。

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

定額、の割増賃金を支給している場合、

突発的に時間外労働が増加し、定額の

割増賃金額を実際の割増賃金額が上

回ちてしまったときは、その差額を支給し

ています。

口実際の時間外労働が当初見込んでいた時間を

上回ってしまい定額の割増賃金と実際の割増賃

金に差額が生じた場合には、その差額を別途

割増賃金として支給しなければなりません。

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

労働基準監督署長の許可を受けて実施

している宿日直において、救急医療等の

通常の労働を突発的に行った場合には、

その時間に対して割増賃金を支払ってい

ます。

口宿日直（断続的労働）であっても救急医療等の通

常の労働を突発的に行った場合は、その突発

的に行った労働に対しては労働基準法第 37条

の割増賃金を支払わなければならないとされて

います。

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

割増賃金の算定基礎となる賃金から除

外している諸手当は、住宅手当など適正

なものとなっています。

口劃増賃金の算定基礎となる賃金は、「通常の労

働時間または労働日の賃金Jとされていますが、

住宅手当など所定（右ページ「劃増賃金の基礎知識j

参照）の賃金は除外して計算することができます。 、．、．，

l
u
v
E切

な

な

え

ら

し

い

い

か

当

は

い

わ

該

『E
・E
・

『
E
E
」
『
・
・
」
『
E
E

－－

F
・・
L

，FE
E』

F
E
E』

F
E
E』
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口賃金不払い残業

賃金不払い残業とは、いわゆるサービス残業のことをいいますが、割増賃金が支払われていない場合は、労基法違反と

なりますので、労働基準監督署からの是正勧告（行政指導）の対象となり、さらには未払い賃金訴訟という訴訟りスクにもつ

ながります。また、賃金不払い残業は、長時間労働や過重労働の温床ともなっており、その解消を図っていくことは、勤務

医の適切な労働条件、健康を確保するためにも大変重要です［チェックl］。

口定額の割増賃金

時間外労働が恒常化している場合、予め一定時間の時間外労働がある前提で、定額の割増賃金を支払うことは、禁止

されていません。ただ、判例・裁判例によれば定額の割増賃金を実施する場合には、特に次の要件を満たしている必要

があります。

① 通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外および深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができること

［チェック2］。

② 割増賃金相当部分が、労基法に定める計算方法によって算定された割増賃金額を下回っていないこと（下回る

場合には、その差額を別途割増賃金として支給すること）［チェック3］。

口割増賃金の基礎知識

1.割増賃金の種類と割増率

｜ 時間帯 ； 割増率

※
 超

%

一
%

民
Jv

－R
V

2

－2
 

朝

一
ト

民

一
間

特

一
時

～

一
必

時間外労働

(1日8時間または1週40時間を超えたとき）
※1：労使で時間短縮と割増率25%超に努める（努力義務）

50%※2 60時間超～
※2：中小企業を除く（当分の問）

※3：時間外労働の場合は 50%
1 25%削深夜労働（22時から5時）

※4：深夜労働の場合は 60%: 35%※4 

2. 1時間当たりの賃金の計算

月給制の場合も1時間当たりの賃金に換算してから計算します。

休日労働（法定休日）

月給÷1年間における 1ヵ月平均所定労働時間

「万給jには、次の手当は含まれません。したがって、 「精皆勤手当J、「歩合給J、「食事手当jなどは割増賃金の算定

基礎としなければなりません［チェック5］。

※家族数、交通費 ・距離や家賃に比例して支給するものであること。 一律支
給の場合は月給に含めます。①家族手当・扶養手当・子女教育手当（※）

②通勤手当（※）

③別居手当・単身赴任手当

④住宅手当（※）

⑤臨時の手当（結婚手当、出産手当、大入り袋など）
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[6］勤務医の安全と健康の確保（安全衛生管 理体 制）

設問

産業医・衛生管理者（常時使用する職員

が 10人以上 50人未満の場合は衛生推進者）

を選任しています。

衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催

しています（常時使用する職員が 10人以上

50人未満の場合は安全または衛生に関する事

項について関係職員の意見を聴く機会を設けて

います）。

常勤の勤務医について、 1年（深夜業を

含む者については、 6ヵ月）以内ごとに1回、

定期的に健康診断を行っていますo

時間外・休日労働時間が1ヵ月当たり

100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が

認められる勤務医が申し出た場合は、

医師による面接指導を行っています。

「心の健康づくり言十画jを策定するなど、

組織的・計画的に施設のメンタルヘルス

対策の取り組みを行っていますo

解説

日常時使用する職員が50人以上の施設では、産

業医および衛生管理者を選任しなければなりま

せん。また、10人以上50人未満の施設の場合、

衛生推進者を選任する必要があります。

口常時使用する職員が50人以上の施設では、衛

生委員会を設置し、毎月1回以上開催して職員

の健康障害防止の基本対策等を調査・審議し

ます。また、委員会を設けている施設以外の施

設においては、衛生に関する事項について、関

係職員の意見を聴くための機会を設けるようにし

なければなりません。

口常時使用する職員について、 1年以内ごとに1回
定期的に所定の項目の健康診断を行わなければ

なりません。また、深夜業を含む業務に従事し

ている職員に対しては、 6ヵ月以内ごとに1回同じ

項目の健康診断を行わなければなりません。

口脳・心臓疾患の発生を予防するため、長時間

にわたる労働により疲労の蓄積した職員に対

し、施設は医師による面接指導を実施すること

が義務づけられています。また、この面接指導

の対象とならない職員についても、脳・心臓疾

患発症の予防的観点、から、面接指導または面

接指導に準じた必要な措置を講ずるように努め

ましょう。

口労働安全衛生法施行規則第 22条において、

衛生委員会の付議事項として「労働者の精神

的健康の保持増進を図るための対策の樹立に

関することjが規定されています。「心の健康づ

くり計画」の策定はもとより、その実施体制の整

備等の具体的な実施方策や個人情報の保護に

関する規程等の策定等に当たっては、衛生委員

会等において十分な調査審議をすることが必要

です。

18 

答え

］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない



口勤務医の健康管理に係る措置

1.健康管理体制の整備、健康診断の実施等［チェック1～3]

① 産業医および衛生管理者、衛生推進者等の選任

②衛生委員会等の設置

③ 健康診断の実施

④ 健診結果に基づく適切な事後措置の実施

2.長時間労働者への医師による面接指導制度［チェック4]

時間外・休日労働が1ヵ月当たり 100時間を超え、かっ、疲労の蓄積が認められる者が申し出た場合には、医師に

よる面接指導を行う必要があります。

3.過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の措置

事業者は、過重労働による業務上の疾病を発生させた場合には、産業医等の助言を受け、または必要に応じて労

働衛生コンサノレタントの活用を図りながら、原因の究明および、再発防止の徹底を図りましょう。

口安全衛生管理体制

衛生委員会の設置、衛生管理者等の選任が必要な施設は、規模（常時使用する労働者数）によって異なります［チェック1・2］。

衛生推進者

衛生委員会 衛生委員会

※衛生委員会が義務づけられていない事業場においては、関係労働者の意見を聴く機会を設けるよう求められています［チェック2］。

ロメンタルヘルス対策

職場には、労働者の力だけでは取り除くことができ

ないストレス要因が存在しているため、労働者自身の

取り組みに加えて、事業者が積極的にメンタノレヘノレス

ケアを実施することが重要ですD

「労働者の心の健康の保持増進のための指針Jで

は、メンタノレヘルスケアの取り組みにあたっては、衛

生委員会等における調査審議を十分に行い 「心の

健康づくり計画」を策定し、 「4つのケアJが継続的

かっ計画的に行われることが重要であるとしています

［チェック5］。

「4つのケアJとは

j労働者自身がストレスや心の健康について

セルフケア j理解し、自らのストレスの予防、軽減あるい
iはこれに対処します。

；労働者と日常的に接する管理監督者が、心

ラインによるケア jの健康に関して職場環境等の改善や労働

：者に対する相談対応を行います。

j事業場内の産業医等産業保健スタッフ等

事業場内産業保健 ；；が、事業場の心の健康づくり対策の提言を

スタッフ等によるケア ：行うとともに、その推進を担い労働者および
：管理監督者を支援します。

事業場外資源による ；事業場外の機関および専門家を活用し、そ
ケア ；の支援を受けます。
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[7］女性勤務医の就労支援

設問

妊娠中および産後 1年を経過しない女

性勤務医から請求があった場合には、

当直・日直勤務を免除しています。

産前6週間のうち女性勤務医から請求が

あった期間、および本人の就労希望の

有無にかかわらず産後8週間は、休業さ

せています。

勤務医から申し出があった場合には、子

が1歳に達するまで育児休業をとることを

認めています。

3歳未満の子を養育する勤務医につい

て、希望があれば利用できる短時間勤

務制度を設けています。

妊娠、出産、産前産後休業の取得、深

夜業免除などの申し出をしたり、受けたこ

とを理由として、退職を勧めたり、不利

益な配置の変更を行うなど不利益な取り

扱いをしていませんo

解説

口妊産婦（妊娠中および産後1年を経過しない女性）が

請求した場合には、時間外労働、休日労働、

深夜業をさせることはできず、また変形労働時間

制がとられている場合には、 1日および 1週間の

法定労働時間を超えて労働させることはできませ

ん。したがって、妊産婦からの請求があった場

合には、当直・日直勤務を免除する義務があり

ます。

口6週間（多胎妊娠の場合は 14週間）以内に出産す

る予定の女性が休業を請求した場合において

は、その者を就業させてはいけません。

口また、産後8週間を経過しない女性を就業させ

てはいけません。ただし、産後6週間を経過した

女性が請求した場合において、その者について

医師が支障がないと認めた業務に就かせるとと

は差し支えありません。

口職員（男性も対象となります。）は、施設に申し出る

ことにより、子の1歳の誕生日の前固まで、原則

1回に限り育児休業をとることができます。また、

子が1歳以降、保育所に入所できないなどの一

定の要件を満たす場合は、子が1歳6ヵ月に達す

るまでの問、育児休業を延長することができます。

口3歳未満の子を養育する職員が希望すれば利用

できる短時間勤務制度を設ける義務があります。

短時間勤務制度は、 1日の所定労働時間を原則

として6時間とする措置を含むものとする必要が

あります。

口女性職員が妊娠・出産・産前産後休業の取得、

妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法に

よる母性健康管理措置や深夜業免除など労働

基準法による母性保護措置を受けたことなどを

理由として、解雇その他不利益な取り扱いをして

はいけません。
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答え

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない

［ ］はい

［ ］いいえ

［ ］わからない

［ ］該当しない



、

口女性勤務医の妊娠・出産後に病院が講ずる措置

妊
娠
中

出
産

0 
歳

1
3
2歳

3
歳

s小
学
校
就
学
前

0男女雇用機会均等法による母性健康管理の措置

（妊娠中および産後 1年を経過しない女性が対象）

③保健指導または健康診査を受けるための時聞の確保

②指導事項を守ることができるようにするための措置

事業主は、指導事項に基づき勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。

③妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止［チェック5]
事業主は、解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません。

0労働基準法におげる母性保護規定

①産前・産後休業［チェック 2]
産前 6週間（多胎妊娠は 14週間）のうち女性が請求した期間、産後 8週間は就業させることは

できません。

（妊娠中および産後 1年を経過しない女性が対象）

②妊婦の軽易業務転換

妊婦から請求があった場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

③妊産婦の危険有害業務の就業制限

妊産婦等を妊娠、出産、晴育等に有害な業務に就かせることはできません。

④妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限

妊産婦が請求した場合には、 1日および 1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできま

ぜん。

⑤妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限［チェック1]
妊産婦が請求した場合には、時間外、休日労働または深夜業をさせることはできません。

⑥育児時間

生後満 1.年に達するまで、 1日に 2回各々少なくとも 30分の育児時間を請求できます。

0育児介護休業法におげる育児のための両立支援制度

①育児休業［チェック3]
申し出を受けた場合には、原則として子が 1歳に達するまで、育児休業をさせなければなりません。

②短時間勤務制度［チェック4]
3歳未満の子を養育する労働者が希望した場合に利用できる短時間勤務制度を設けなければな

りません。

③所定外労働の制限

3歳未満の子を養育する労働者が申し出た場合には、その労働者を所定労働時間を超えて労働

させてはなりません。

④子の看護休暇

小学校就学前までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより年に 5日（2人以上であ

れば 10日）まで、休暇を取得することができます。

⑤法定時間外労働の制限

小学校就学前までの子を養育する労働者が申し出た場合には、 1ヵ月 24時間、 1年 150時間

を超える時間外労働をさせてはなりません。

⑥深夜業の制限

小学校就学前までの子を養育する労働者が申し出た場合には、深夜（午後 10時から午前5時まで）

において労働させてはなりません。

⑦その他の両立支援措置【努力義務】

⑧転勤の配慮

事業主は、転勤を実施しようとするときは、その転勤により子育てが困難になる労働者がいるときは、

子育ての状況に配慮しなければなりません。

⑨不利益取り扱いの禁止

事業主は、育児休業など①～⑥までの制度の申し出や取得を理由として、解雇などの不利益な

取り扱いをしてはなりません。
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

1趣旨

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けているこ

とから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責

務を有している。

しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制（労働者が自己

の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。）の

不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いと

いった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみ

られるところである。

このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべ

き措置を具体的に明らかにする。

2 適用の範囲

本ガイドラインの対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用さ

れる全ての事業場であること。

また、本ガイドラインに基づき使用者（使用者から労働時聞を管理する権限の委

譲を受けた者を含む。以下同じ。）が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者

は、労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者（事

業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。）を

除く全ての者であること。

なお、本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要が

あることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があること。

3 労働時間の考え方

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者

の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。

そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこ

と。

たた、し、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評

価される時間については労働時間として取り扱うこと。
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なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定め

のいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価す

ることができるか否かにより客観的に定まるものであること。また、客観的に見て使

用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用

者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別

具体的に判断されるものであること。

ア使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為（着用を義務付

けられた所定の服装への着替え等）や業務終了後の業務に関連した後始末（清掃

等）を事業場内において行った時間

イ使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、

労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間（いわゆる「手

待時間J)

ウ参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の

指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

4 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

( 1 ）始業・終業時刻の確認及び記録

使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終

業時刻を確認し、これを記録すること。

(2）始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいず

れかの方法によること。

ア使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。

イタイムカード、 ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎

として確認し、適正に記録すること。

(3）自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置

上記（2）の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、

使用者は次の措置を講ずること。
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ア自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間

の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行

うこと。

イ実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本

ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。

ウ自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かに

ついて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の

分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時

間と当該データで分かった事業場内にいた時間との聞に著しい草離が生じてい

るときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

エ自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を

労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認

すること。

その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではな

いと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど

使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間と

して扱わなければならないこと。

オ自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。こ

のため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数によ限を設け、

上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害す

る措置を講じてはならないこと。

また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払

等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害す

る要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合

においては、改善のための措置を講ずること。

さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定

（いわゆる 36協定）により延長することができる時間数を道守することは当然で

あるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわ

らず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者

や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。

3 



(4）賃金台帳の適正な調製

使用者は、労働基準法第 108条及び同法施行規則第 54条により、労働者ごと

に、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時

間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。

また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚

偽の労働時間数を記入した場合は、同法第 120条に基づき、 30万円以下の罰金

に処されること。

(5）労働時間の記録に関する書類の保存

使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働

時間の記録に関する書類について、労働基準法第 109条に基づき、 3年間保存し

なければならないこと。

(6）労働時間を管理する者の職務

事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働

時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管

理上の問題点の把握及びその解消を図ること。

(7）労働時間等設定改善委員会等の活用

使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設

定改善委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労

働時間管理よの問題点及びその解消策等の検討を行うこと。

4 
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｜【参考】 （第6回医師の働き方改革に関する検討会（平成30年 1月 15日）資料より）｜

医師の働き方改革に関する検討会 中間的な論点整理

（骨子案）

1 なぜ今医師の働き方改革が必要なのか

0 働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持ち得ることを目指した、働き方

改革が始まっている。長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭生

活との両立を困難にし、少子化の原因や、女性のキャリア形成を阻む原因、

男性の家庭参加を阻む原因として、その是正を目指している。長時間労働は

構造的な問題であり、労使が先頭に立って、働き方の根本にある長時間労働

の文化を変えることが強く期待されている。

0 そうした中、医師は、昼夜間わず、患者の対応を求められうる仕事であり、

他職種と比較しでも抜きん出た長時間労働の実態にある。さらに、日進月歩

の医療技術、より質の高い医療に対するニーズの高まり、患者へのきめ細か

な対応が求められる傾向等により、こうした長時間労働に拍車がかかってい

ると考えられる。診療ガイドライン改訂や新薬の情報を常にキャッチアップ

していかなければならないほか、医療安全には万全を期さねばならない。時

間外の患者に対するより的確な対応のために、当直医による対応だけでなく

オンコールの医師が対応することも一般的に行われている。患者やその家族

の求めに応じ、診療時間外や休日であっても病状や診療方針等の説明を行う

こともある。これらはすべて、「患者のために」「日本の医療水準の向上のた

めにJが積み重なったものであり、その理念は崇高であるが、一人ひとりの

医師の日々の業務量を増加させる要因となっている。

0 また、制度の観点から見ると、我が国の医療を特徴づけるものの一つである

「フリーアクセスJは、ともすれば「いつでも、好きなところでJという極

めて広い解釈の下での受療行動につながり、医療現場の業務量の増加につな

がってきた面がある。

0 これらのほか、大病院に患者が集中しているといった地域性や、診療以外に

教育や研究を行う大学病院であるといった医療機関の特性など、様々な要素

が医師の長時間労働の背景に存在する。

0 その一方で、医師は、医師である前に、一人の人間であり、長時間労働によ

る健康への影響が懸念される。実際に、医師が過労死したり、健康を害した

りするケースが起きている。また、過労死等に至らずとも、主観的に健康で
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ないと感じている医師も一定割合存在するとみられる。過労死や健康を損ね

る要因について労働の質と量の両面から評価する必要があるとしても、一人

ひとりの医師の健康確保のために長時間労働を是正していかなければなら

ない。また、提供する医療の質や安全を確保する観点からも、医師が疲弊せ

ずに働けることは重要である。

0 加えて、女性医師の割合の上昇等により、医師についても多様で柔軟な働き

方を実現していかなければ、医師として働き続けられる人材の確保が困難と

なる。また、若い世代を中心に仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）への関心が高まる中、魅力的な働き方を提示できなければ、女性に限ら

ず、医師を目指す優秀な若者を逃すことにもなりかねない。

0 だからこそ医師の働き方改革には、できるだけ早く着手しなければならない。

既に先駆的に取り組んできた医療機関があるだけでなく、志高き医学生や若

手医師が、自らの問題としてこの改革を注視し主体的に関わろうとする動き

も出てきている等、医療界全体で取り組む機運が生まれつつある。

0 ただし、医師の働き方は、国民の医療ニーズに応ずるものである点で、その

改革には個々の労使聞の対応だけでなく「社会全体としてどのように考える

か」という観点が不可欠である。医師の長時間労働について、医療を受ける

側の国民はこれまで強く意識してこなかったとも考えられるが、提供側だけ

でなく患者側等も含めた国民的な関わりによって、我が国の医療提供体制を

損なわない医師の働き方改革を進めていく必要がある。

0 働き方改革実行計画（平成 29年3月28日働き方改革実現会議決定）に基づ

き設置された医師の働き方改革に関する検討会（座長：岩村正彦東京大学大

学院教授）においては、平成 29年8月の第 1回検討会以降これまでO回の

議論において概ねこのような基本認識を得、具体的な論点として、以下のと

おり整理を行った。今後引き続き、平成 30年度末を目途に最終報告をとり

まとめるべく、多角的な検討を進める。

0併せて、これまでの議論において明らかとなった医師の勤務実態を踏まえる

と、その改善のために直ちに取り組むべき事項を明らかにし、取組を進めて

いく必要がある。そのため、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」

を別添としてとりまとめることとした。

2 医師の勤務実態の分析状況と今後の検討に関する論点
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（医師の長時間勤務とその要因）

0勤務医約 23万人のうち、長時間勤務の実態にある医師の多くは病院勤務医

であり、特に 20代・ 30代の男女、 40代までの男性医師が特に長時間となっ

ている。また、診療科等では産婦人科、外科、救急科等、臨床研修医、医療

機関種類別では大学病院において、特に勤務時聞が長くなっている。

0 その要因としては、急変した患者等への緊急対応、手術や外来対応等の延長

といった診療に関するもの、勉強会等への参加といった自己研鎖に関するも

の等が挙げられる。

0 緊急対応、手術や外来対応等の延長をもたらしているのは、

救急搬送を含め診療時間外に診療が必要な患者や、所定の勤務時間内に

対応しきれない長時間の手術、外来の患者数の多さ、

医師はそれらに対応しなければならないとする応百義務の存在、

タスク・シフテイング（業務の移管）が十分に進んでいない現場の勤務

環境、

求めに応じ質の高い医療を提供したいという個々の医師の職業意識の

高さ、

等であると考えられる。こうした患者対応に伴う事務作業が多いことも要因

のーっとして指摘されているほか、患者側の都合により診療時間外での患者

説明に対応せざるをえない、診療時間外の看取り時でも主治医がいることが

求められる等によっても時間外勤務が発生している。

（追加的分析の必要性に関する意見）

0 これらの分析は、主に平成 28年 12月に行われた「医師の勤務実態及び働き

方の意向等に関する調査」のサブ解析であるが、今後具体的な枠組みを整理

していくためには、既存データのほか、診療科ごとの分析にも資する追加的

な調査も実施して、今後の議論の前提となる医師の勤務実態の詳細を明らか

にするデータを分析していく必要があるのではないか。

0 また、大学病院では、医療機関としての診療のほか高等教育機関としての教

育・研究という 3つの業務が行われているが、診療が研究の一環として行わ

れている上に、それが臨床研修医等への教育的効果も有していることから、

その切り分けが可能であるかについて、引き続き分析していく必要があるの

ではないか。

（応召義務に関する意見）
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0 医師法（昭和 23年法律第 201号）第 19条に定める応召義務については、社

会情勢、働き方、テクノロジーが変化してきている中で、今後の在り方をど

のように考えるか、個人ではなく組織としての対応をどう整理するかといっ

た観点から、諸外国の例も踏まえ、検討してはどうか。

（タスク・シフティング等に関する意見）

0 医師が実施している業務の中には、他職種へのタスク・シフティング（業務

の移管）が可能な業務も一定程度あることが明らかとなっているが、移管の

状況は、個々の医療機関によって取組に差がある。

0 医師の長時間労働を構成する業務を洗い出し、医師以外の職種へのタスク・

シフティング（業務の移管）やタスク・シェアリング（業務の共同化）を推

進していくべきとの意見があった（詳細は3）。

（自己研鎖に関する意見）

O 自己研鎖に関しては、

一般診療における新たな知識の習得のための学習、

博士の学位を取得するための研究や論文作成、

専門医を取得するための症例研究や論文作成、

手技を向上させるための、手術の見学、

等がある。しかし、具体的にどのようなことを行うと労働時間に該当し、逆

に労働時間に該当しないものはどういうものなのかについて関係者間で共

通認識がなく、個々の医師の勤務時間中、労働基準法上の労働時間に当たる

時聞がどれであるかの判断が困難になっている。

0 したがって、自己研鑓とされているものの労働時間への該当性を判断するた

めの考え方を示す必要があるのではないか。そのためには各医療機関におい

て医師が行う自己研鎮の実態も踏まえつつ類型化して考えていく必要があ

るのではないか。

0 この点については、医師は患者に対して質の高い医療を提供するために、使

用者の指示とは関係なく自己研鎖に努める倫理観を強く持っており、労働に

該当するかどうかの切り分けが困難であるとの意見や、労働ではなくあくま

で「自己研鏡Jであるとの意見がある一方、医師以外の高度な専門職にも共

通する課題ではないかという意見もあった。

（宿日直許可に関する意見）
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0宿日直については、いわゆる寝当直もある一方で、頻繁に患者への対応が求

められるものもあり、医療機関や診療科によってその実態は様々であるとの

指摘がある。

0 現行の宿日直許可基準に照らすと、現在現場で行われている宿日直のほとん

どがこれに該当しない可能性があることから、基準の見直しが必要ではない

かとの意見があった。

（その他の意見）

O 医療行政の中で設置及び医師の出席が要件とされている会議や、医師が作成

しなければならない書類等が多いという意見もあることから、その全体像を

整理したよで、効率的な対応の仕方について検討してはどうか。

3 勤務環境改善に関する取組の現状と今後の方向性に関する論点

（現状）

O 医療機関における医療従事者の勤務環境改善については、医療法（昭和 23

年法律第 205号）に基づき、平成 26年 10月1日より医療勤務環境改善マネ

ジメントシステムの導入として、

各医療機関の管理者に勤務環境改善等への取組の努力義務が課されると

ともに（同法第 30条の 19）、

厚生労働省は、医療機関の管理者が講ずべき措置の指針を策定すること

とされ（同法第 30条の 20）、

都道府県は、医療機関の勤務環境改善を促進するための支援のため、医

療勤務環境改善支援センタ一機能を確保することとし（同法第 30条の

21)、

国は都道府県に対し必要な情報提供等の協力を行う（同法第30条の 22）、

枠組みが整備されている。この枠組みに基づき、現在各医療機関による勤務

環境改善の自主的な取組が進められるとともに、都道府県医療勤務環境改善

支援センターによる相談、情報提供等が行われている。

0今後医療機関における働き方改革の実効性を確保するためには、時間外労働

規制の在り方を整理するだけでなく、勤務環境改善策をどのように講じてい

くかが重要であるとの意見が多くあった。

（具体的な方向性に関する意見）
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0具体的には以下のような意見が出されており、これらを踏まえ引き続き具体

的な検討を深めていくこととする。

（健康管理措置の充実）

長時間労働となっている医師に対する産業医による面接指導、衛生委員

会における審議等、既存の仕組みの着実な実施が必要ではないか。

医師の健康には勤務時間だけが影響しているのではないと考えられるこ

とから、時間によるもの以外の負荷を判断する材料として、ストレスチ

ェックの分析が必要ではないか。

（タスク・シフティング（業務の移管））

医療機関や診療科ごとに提供する診療内容が異なるという特性を踏まえ、

医師の行うべき業務とそうでない業務の明確化、具体的なタスク固シフ

ティングの導入に向けた検討が必要ではないか。

導入に当たっては、個々の医療機関の風土やマインドを変えていく必要

があり、労働時間短縮の効果の発現までには時聞がかかることに留意す

べきではないか。

医師が行う事務作業について、医師事務作業補助者を含めた事務職への

タスク・シフティングの推進も重要ではないか。

看護職員による実施率が高い手技である、静脈採血、静脈注射、静脈ラ

インの確保、尿道カテーテルの留置等について、看護職員へのタスク・

シフティングの推進が必要ではないか。

看護職員にばかり業務が集中しないよう、多職種チームでの総合的な検

討が必要ではないか。

大学病院でタスク・シフティングが進んでいない等の実態を踏まえ、タ

スク・シフティングができていない要因分析と、それに応じた推進方策

の検討が必要ではないか。

特定行為研修を修了した看護師について、研修場所の拡大、指導する医

師の協力促進、役割の明確化等を図りつつ、更に増加させることによる

タスク・シフティングを推進する必要があるのではないか。

病棟における投薬に係る説明や服薬指導等の、薬剤師による実施の推進

フィジシャン・アシスタント（PA）の導入等の新たな職種の国家資格化

の検討が必要ではないか。

（タスク・シェアリング（業務の共同化））

複数主治医制への移行等も重要ではないか。

24時間対応を要するような医療機関の役割、診療科の特性や診療体制等

を踏まえ、患者の理解、安全に業務を引き継ぐ仕組みの構築と運用の徹

底等を前提とした、シフト制の導入も検討するべきではないか。
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地域での診療時間外の救急の対応体制や外来の在り方まで含めて議論す

るべきではないか。

（女性医師等の両立支援）

女性医師が出産・育児と医師の業務を両立し、キャリア形成できるよう

にするための支援方策として、短時間勤務等の多様で柔軟な働き方、宿

日直・時間外勤務の免除等を推進するべきではないか。

女性医師の業務に画一的にルールを運用しないこと、周囲の理解やサポ

ート、患者の理解（夜間に駆けつけられない等について）を得ていく取

組の推進をするべきではないか。

出産・育児期の自己研鎖のため eラーニングを推進するべきではないか。

キャリアパスの可視化、意思決定できるポジションへの参画を推進する

べきではないか。

病児保育等保育サービスを充実させるべきではないか。

男女双方にとっての、ワーク・ライフ・バランスの実現が必要不可欠で

はないか。

OCTの活用）

ICTを活用した勤務環境改善（テレ ICU（複数の ICUの集中管理）や、タ

ブレツト等を用いた予診、診断支援ソフトウェア等）についても検討す

べきではないか。

ICTを活用した勤務環境改善について効果を検証するべきで、はないか。

（医療勤務環境改善支援センター）

周知不足、センター内のアドバイザ一間の連携不足、地域医療支援セン

タ一等との連携不足等の課題への対応が必要ではないか。

地域や医療機関による違いを踏まえた支援が重要ではないか。

センターによる支援実例の収集・周知等、具体的な支援の方向性を提示

することが必要ではないか。

（その他の意見）

O 医療法に定める勤務環境改善等への取組の努力義務は医師を含むすべての

医療従事者に関するものであるが、医師の勤務環境改善に伴い、その他の医

療従事者の勤務環境にも好影響を与えるような方向性を目指すべきではな

いか。

0 また、地域の医療資源の不足等により、勤務環境改善が個々の医療機関の中
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の取組のみでは解決しない場合には、地域医療提供体制全体を通じた機能分

化・連携等を進める検討も必要ではないか。

4 経営管理の観点に関する論点

0 2、3のとおり、医師の働き方改革に当たって検討すべき個々の論点がある

が、その検討に当たっては、医療機関の経営管理の観点にも留意する必要が

あるのではないか。

0 その際、既に医師の働き方改革に着手している医療機関もあれば、改革の必

要性は認識しているがどのように取り組めばいいかわからない医療機関、改

革の必要性をまだ認識していない医療機関もあることから、これらの違いに

応じた異なるアプローチによる医療機関側の意識改革や具体的なマネジメ

ント改革の進め方とともに、財政面を含めた医療機関に対する支援等の在り

方が課題となるのではないか。

（意識改革等に関する意見）

0 意識改革に当たっては、特に医療機関において経営や組織運営全般に責任を

持つ立場や、個々の医療現場の責任者・指導者の立場にある医師の意識改革

が不可欠であるとの意見や、医療機関側において、経営上のメリットが乏し

い、労働時間削減の改善効果が少ないという認識が勤務環境改善の取組が普

及しない要因であり、好事例の普及が必要ではないかといった意見もあった。

（財政的支援等に関する意見）

0 財政的支援等については、特に3に掲げた様々な勤務環境改善策を今後具体

的に検討し、実際に充実を図っていくに当たって必要な財源を確保する必要

があるとの意見があった。

5 時間外労働規制の在り方についての今後の検討に関する論点

0 時間外労働規制の在り方については、 2～4に挙げた個々の論点の検討と並

行して、どのような労働時聞の短縮策を組み合わせつつどのような時間外労

働の上限時間を目指すのかについて、丁寧に検討していく必要があるのでは

ないか。

0 今後の検討においては、以下のような意見を踏まえながら、引き続き、実態
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を考慮した検討が必要ではないか。

（検討に当たっての基本的な考え方）

医師についても、脳・心臓疾患の労災認定基準である 1か月 100時間・

2～6か月の各月平均で 80時間という時間外労働時間の水準を超える

ような上限時間とすることは慎重であるべきではないか。

必要な医療ニーズに対応できる医療提供体制を維持できるような上限時

間とすべきではないか。

実態を踏まえつつも、現状の働き方をそのままに法律や制度を合わせる

のではなく、現状を変えていくことや長時間労働をできるだけ短くする

方向に向かうことを前提に議論すべきではないか。

時間外労働の上限時間を設定するに当たっての医師の特殊性とは何か、

整理する必要性があるのではないか。

医療機関で、診療を中心とする医師については、労働時間の裁量性はない

のではないか。

医師においても非常に多様な働き方があることや将来の医師の働き方を

見据えれば、時間給でない制度等の新たな労働時間制度の検討も必要で

はないか。

（医療安全の観点）

患者に安全かつ質の確保された医療を提供するために、医師が疲弊しな

いことが必要なのではないか。

米国の研修医に対する労働時間規制は、医療安全の観点から導入された

ことも参考にしてはどうか。

（医師の健康確保の観点）

産業医による面接指導や衛生委員会による審議等の既存の産業保健の仕

組みを的確に機能させる必要があるのではないか。

時間外労働規制の目的は労働者の心身の健康確保であることを踏まえ、

労働時間だけで整理するのではなく、勤務の満足度等も含めて検討する

必要があるのではないか。

健康確保に当たっては睡眠時間の確保が重要なのではないか。最も適正

な必要睡眠時間は欧米で成人が最低7時間程度、日本の指針ではもう少

し短い（ 6時間以上8時間未満）とされている。

日中の睡眠と夜間の睡眠における睡眠の質の違いを踏まえると、できる

だけ夜間の睡眠を確保できる勤務体制がとれることが望ましいのではな

いか。

（諸外国の制度との比較の観点）
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米国の研修医に対する制度など諸外国における医師の労働時間規制の内

容も参考にしつつ検討することが必要ではないか。

米国の研修医に対する労働時間規制による医師養成への影響の分析にも

留意が必要ではないか。

（地域医療提供体制の確保の観点）

医師の長時間労働の現状、医療機関の役割や診療科等ごとの多様性を踏

まえて、時間外労働の上限時聞を設定する必要があるのではないか。

現状から大きくかけ離れた画一的な上限時間を設定することは、医療提

供体制の崩壊を招くおそれがあるのではないか（地方、都市部を問わず、

救急医療、時間外診療、外来診療の縮小や、可能な手術件数の減少、医

師派遣の制限とへき地医療の縮小・廃止等につながりかねない。）。

診療時間外対応のためにシフト制を導入しようとする診療科においては、

一医療機関である程度の勤務医数が必要となるため、集約化の議論をし

なければならないのではないか。

（医師養成への影響の観点）

労働時間の制約により研修時間も制約を受けることとなると想定され、

これまでよりも短い時間で同じ内容を習得できるようにするための研修

方法等の工夫が必要になるのではないか。

労働時間の制約により必要な自己研鎖が積めなくなると、車越した手技

により高度医療を担う医師の養成や将来の医療技術の発展に対する悪影

響が生ずるのではないか。

（国民の理解の観点）

国民の理解を前提として、患者説明を診療時間内に行う、完全主治医制

にこだわらない等により、さらに医師の労働時間が短縮できる可能性が

あるのではないか。

国民に理解を求めていくためには、個々の医療機関だけに任せるのでは

なく行政や保険者の主体的な関与が必要であり、厚生労働省において具

体的な進め方を検討するべきではないか。

0 なお、医師の働き方改革を進めるに当たっては、その前提として医師偏在の

解消に向けた取組が必要であるとの意見、医師養成には時聞がかかりすぐに

医師数を増やすことが難しい中で、タスク・シフテイング等の重要性を考え

るべきではないかとの意見があった。

6 関係者の役割に関する論点
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0 これまで見てきたとおり、医師の働き方改革実現のためには、勤務医とその

雇用者である医療機関を中心としつつ、以下のような多様な関係者が参画・

協力し、我が園の医療提供体制を堅持しながら取組を進めていく必要がある

のではないか。

病院団体、医師をはじめとする医療従事者の学術団体、関係学会（個々

の医療機関に対する周知啓発等、医療界全体で取組を進めるためのリー

ダーシップを期待）、

都道府県、医療勤務環境改善支援センター（医師の勤務環境改善支援を

進める役割を期待）、

都道府県、地域医療支援センタ一、各大学医学部（医師の偏在対策との

関わりにおける役割を期待）、

市町村（より住民に身近な行政機関としての役割を期待）、

医療を利用する立場である国民、

保険者（支払い側として限られた保険財源を適切な医療サービスに投入

するとともに、被保険者に対して取組の周知を図る等の役割を期待）

厚生労働省（これら関係者がそれぞれの役割を十分に果たせるよう、必

要な環境整備を期待）、

0 そのためには、関係者による取組促進のための枠組みが構築され、主体的な

参画の下で医師の時間外労働規制の施行までに各医療機関における取組が

進むようにすることが望ましいのではないか。

（行政の役割の在り方に関する意見）

0 特に都道府県については、 3のとおり、医療勤務環境改善支援センターの機

能強化に対する期待が大きいが、さらに、地域ニーズに応じた適切な地域医

療提供体制の構築、医師偏在対策と有機的に連携を図ることにより、組織を

あげて医師の働き方改革をはじめとする医療従事者の勤務環境改善に取り

組んでいくことが必要ではないか。また、医療勤務環境改善支援センターの

担当者も含めて都道府県の人材育成を進めることが必要ではないか。

0 厚生労働省については、この中間論点整理を踏まえ、上掲の関係者への適切

な周知とともに、検討会の結論を待たずとも並行して対応することが可能な

事項について、関係者の取組を促進していくことが必要ではないか。
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公益社団法人日本医師会御中

事 務連絡

平成30年2月2日

厚生労働省医政局医療経営支援課

「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組J（骨子案）について

平素より厚生労働行政の推進に格別のご理解を賜り、御礼申し上げます。

さて、厚生労働省においては、「医師の働き方改革に関する検討会J（以下「検

討会j という。）を設置し、平成 29年 8月の第 1回検討会以降、医師に対する

時間外労働／規制の具体的な在り方、労働時間短縮策等について議論を重ねてき

ております。

検討会においては、これまでの議論において明らかとなった医師の長時間労

働の実態を踏まえ、その改善のために直ちに取り組むべき事項を明らかにし、

取組を進めていく必要があるとされ、本年1月15日に開催した第6回検討会に

おいて、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組（骨子案）J （以下「緊急対

策案j という。）をお示ししたところです。この緊急対策案につきましては、本

年 2月を回途に検討会においてとりまとめを予定しております。

緊急対策案のうち一部の項目については、現行の労働法制により当然求めら

れる事項が含まれておりますが、四病院団体協議会及び全国医学部長病院長会

議によるアンケート調査を見ると、医師の労働時間短縮に向けた各医療機関に

おける取組が早急に求められる状況にあります。

このため、貴会におかれましては、こうした状況を踏まえ、貴会員及び関係

医療機関に対して、まずは緊急対策案を情報提供いただき、ここに示されてい

る項目案の速やかな実施に向けた検討の開始を促していただくよう、ご配慮を

お願い申し上げます。

医療機関が項目案の実施に取り組むに当たっては、貴会作成の「勤務医の労

務管理チェックリスト」のほか別添のチェックリストも活用し得ることから、

これらの医療機関が活用できる点検ツールについても、併せて情報提供いただ

くとともに、貴会が実施する会合等さまざまな機会を通じて、改めて周知に努

めて下さいますようお願いいたします。

なお、本件につきましては、別紙の病院団体宛てにも間内容を通知しており

ますので、ご了知願います。



一般社団法人日本医療法人協会御中

事 務 連 絡

平成 30年2月2日

厚生労働省医政局医療経営支援課

r医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組J（骨子案）について

平素より厚生労働行政の推進に格別のご理解を賜り、御礼申し上げます。

さて、厚生労働省においては、「医師の働き方改革に関する検討会」（以下「検

討会Jという。）を設置し、平成 29年8月の第 1回検討会以降、医師に対する

時間外労働規制の具体的な在り方、労働時間短縮策等について議論を重ねてき

ております。

検討会においては、これまでの議論において明らかとなった医師の長時間労

働の実態を踏まえ、その改善のために直ちに取り組むべき事項を明らかにし、

取組を進めていく必要があるとされ、本年 1月15日に開催した第6回検討会に

おいて、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組（骨子案）J （以下「緊急対

策案Jという。）をお示ししたところです。この緊急対策案につきましては、本

年2月を回途に検討会においてとりまとめを予定しております。

緊急対策案のうち一部の項目については、現行の労働法制により当然求めら

れる事項が含まれておりますが、貴会を含む四病院団体協議会及び全国医学部

長病院長会議によるアンケート調査を見ると、医師の労働時間短縮に向けた各

医療機関における取組が早急に求められる状況にあります。

このため、貴会におかれましては、こうした状況を踏まえ、管下の医療機関

に対して、まずは緊急対策案を情報提供いただき、ここに示されている項目案

の速やかな実施に向けた検討の開始を促していただくよう、ご配慮をお願い申

し上げます。

医療機関が項目案の実施に取り組むに当たっては、別添の各種チェックリス

トも活用し得ることから、これらの医療機関が活用できる点検ツールについて

も、併せて情報提供いただくとともに、貴会が実施する会合等さまざまな機会

を通じて、改めて周知に努めて下さいますようお願いいたします。

なお、本件！こつきましては、別紙の病院団体及び公益社団法人日本医師会宛

てにも間内容を通知しておりますので、ご了知願います。



公益社団法人全日本病院協会御中

事務連絡

平成 30年 2月2日

厚生労働省医政局医療経営支援課

「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組J（骨子案）について

平素より厚生労働行政の推進に格別のご理解を賜り、御礼申し上げます。

さて、厚生労働省においては、「医師の働き方改革に関する検討会」（以下「検

討会」という。）を設置し、平成 29年8月の第 1回検討会以降、医師に対する

時間外労働規制の具体的な在り方、労働時間短縮策等について議論を重ねてき

ております。

検討会においては、これまでの議論において明らかとなった医師の長時間労

働の実態を踏まえ、その改善のために直ちに取り組むべき事項を明らかにし、

取組を進めていく必要があるとされ、本年 1月 15日に開催した第6回検討会に

おいて、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組（骨子案）J （以下「緊急対

策案Jという。）をお示ししたところです。この緊急対策案につきましては、本

年2月を目途に検討会においてとりまとめを予定しております。

緊急対策案のうち一部の項目については、現行の労働法制により当然求めら

れる事壌が含まれておりますが、貴会を含む四病院団体協議会及び全国医学部

長病院長会議によるアンケート調査を見ると、医師の労働時間短縮に向けた各

医療機関における取組が早急に求められる状況にあります。

このため、貴会におかれましては、こうした状況を踏まえ、管下の医療機関

に対して、まずは緊急対策案を情報提供いただき、ここに示されている項目案

の速やかな実施に向けた検討の開始を促していただくよう、ご配慮をお願い申

し上げます。

医療機関が項目案の実施に取り組むに当たっては、別添の各種チェックリス

トも活用し得ることから、これらの医療機関が活用できる点検ツールについて

も、併せて情報提供いただくとともに、貴会が実施する会合等さまざまな機会

を通じて、改めて周知に努めて下さいますようお願いいたします。

なお、本件につきましては、別紙の病院団体及び公益社団法人日本医師会宛

てにも同内容を通知しておりますので、ご了知願います。



公益社団法人日本精神科病院協会御中

事務連絡

平成 30年2月2日

厚生労働省医政局医療経営支援課

「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組J（骨子案）について

平素より厚生労働行政の推進に格別のご理解を賜り、御礼申し上げます。

さて、厚生労働省においては、「医師の働き方改革に関する検討会」（以下「検

討会」という。）を設置し、平成 29年8月の第 1回検討会以降、医師に対する

時間外労働規制の具体的な在り方、労働時間短縮策等について議論を重ねてき

ております。

検討会においては、これまでの議論において明らかとなった医師の長時間労

働の実態を踏まえ、その改善のために直ちに取り組むべき事項を明らかにし、

取組を進めていく必要があるとされ、本年 1月 15日に開催した第6回検討会に

おいて、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組（骨子案）J （以下 r緊急対

策案Jという。）をお示ししたところです。この緊急対策案につきましては、本

年2月を回途に検討会においてとりまとめを予定しております。

緊急対策案のうち一部の項目については、現行の労働法制により当然求めら

れる事項が含まれておりますが、貴会を含む四病院団体協議会及び全国医学部

長病院長会議によるアンケート調査を見ると、医師の労働時間短縮に向けた各

医療機関における取組が早急に求められる状況にあります。

このため、貴会におかれましては、こうした状況を踏まえ、管下の医療機関

に対して、まずは緊急対策案を情報提供いただき、ここに示されている項目案

の速やかな実施に向けた検討の開始を促していただくよう、ご配慮をお願い申

し上げます。

医療機関が項目案の実施に取り組むに当たっては、別添の各種チェックリス

トも活用し得ることから、これらの医療機関が活用できる点検ツールについて

も、併せて情報提供いただくとともに、貴会が実施する会合等さまざまな機会

を通じて、改めて周知に努めて下さいますようお願いいたします。

なお、本件につきましては、別紙の病院団体及び公益社団法人日本医師会宛

てにも同内容を通知しておりますので、ご了知願います。



公益社団法人全国自治体病院協議会御中

事 務 連 絡

平成30年 2月2日

厚生労働省医政局医療経営支援課

「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」（骨子案）について

平素より厚生労働行政の推進に格別のご理解を賜り、御礼申し上げます。

さて、厚生労働省においては、「医師の働き方改革に関する検討会」（以下「検

討会Jという。）を設置し、平成 29年8月の第 1回検討会以降、医師に対する

時間外労働規制の具体的な在り方、労働時間短縮策等について議論を重ねてき

ております。

検討会においては、これまでの議論において明らかとなった医師の長時間労

働の実態を踏まえ、その改善のために直ちに取り組むべき事項を明らかにし、

取組を進めていく必要があるとされ、本年 1月 15日に開催した第6回検討会に

おいて、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組（骨子案）」（以下「緊急対

策案Jという。）をお示ししたところです。この緊急対策案につきましては、本

年2月を目途に検討会においてとりまとめを予定しております。

緊急対策案のうち一部の項目については、現行の労働法制により当然求めら

れる事項が含まれておりますが、四病院団体協議会及び全国医学部長病院長会

議によるアンケート調査を見ると、医師の労働時間短縮に向けた各医療機関に

おける取組が早急に求められる状況にあります。

このため、貴会におかれましては、こうした状況を踏まえ、管下の医療機関

に対して、まずは緊急対策案を情報提供いただき、ここに示されている項目案

の速やかな実施に向けた検討の開始を促していただくよう、ご配慮をお願い申

し上げます。

医療機関が項目案の実施に取り組むに当たっては、別添の各彊チェックリス

トも活用し得ることから、これらの医療機関が活用できる点検ツールについて

も、併せて情報提供いただくとともに、貴会が実施する会合等さまざまな機会

を通じて、改めて周知に努めて下さいますようお願いいたします。

なお、本件につきましては、別紙の病院団体及び公益社団法人日本医師会宛

てにも同内容を通知しておりますので、ご了知願います。



一般社団法人 全国医学部長病院長会議御中

事務連絡

平成 30年 2月2日

厚生労働省医政局医療経営支援課

「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組J（骨子案）について

平素より厚生労働行政の推進に格別のご理解を賜り、御礼申し上げます。

さて、厚生労働省においては、「医師の働き方改革に関する検討会」（以下「検

討会j という。）を設置し、平成 29年8月の第 1回検討会以降、医師に対する

時間外労働規制の具体的な在り方、労働時間短縮策等について議論を重ねてき

ております。

検討会においては、これまでの議論において明らかとなった医師の長時間労

働の実態を踏まえ、その改善のために直ちに取り組むべき事項を明らかにし、

取組を進めていく必要があるとされ、本年 1月 15日に開催した第6回検討会に

おいて、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組（骨子案）J（以下「緊急対

策案Jという。）をお示ししたところです。この緊急対策案につきましては、本

年2月を目途に検討会においてとりまとめを予定しております。

緊急対策案のうち一部の項目については、現行の労働法制により当然求めら

れる事項が含まれておりますが、葉会議及び四病院団体協議会によるアンケー

ト調査を見ると、医師の労働時間短縮に向けた各医療機関における取組が早急

に求められる状況にあります。

このため、貴会議におかれましては、こうした状況を踏まえ、管下の医療機

関に対して、まずは緊急対策案を情報提供いただき、ここに示されている項目

案の速やかな実施に向けた検討の開始を促していただくよう、ご配慮をお願い

申し上げます。

医療機関が項目案の実施に取り組むに当たっては、別添の各種チェックリス

トも活用し得ることから、これらの医療機関が活用できる点検ツールについて

も、併せて情報提供いただくとともに、貴会議が実施する会合等さまざまな機

会を通じて、改めて周知に努めて下さいますようお願いいたします。

なお、本件につきましては、別紙の病院団体及び公益社団法人日本医師会宛

てにも同内容を通知しておりますので、ご了知願います。



（現

都道府県医療勤務環境改善担当課御中

事務連絡

平成 30年 2月2日

厚生労働省医政局医療経営支援課

「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組J（骨子案）について

平素より厚生労働行政の推進に格別のご理解を賜り、御礼申し上げます。

さて、厚生労働省においては、「医師の働き方改革に関する検討会」（以下「検

討会j という。）を設置し、平成 29年8月の第 1回検討会以降、医師に対する

時間外労働規制の具体的な在り方、労働時間短縮策等について議論を重ねてき

ております。

検討会においては、これまでの議論において明らかとなった医師の長時間労

働の実態を踏まえ、その改善のために直ちに取り組むべき事項を明らかにし、

取組を進めていく必要があるとされ、本年 1月15日に開催した第6回検討会に

おいて、 r医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組（骨子案）J（以下「緊急対

策案」という。）をお示ししたところです。この緊急対策案につきましては、本

年2月を目途に検討会においてとりまとめを予定しております。

緊急対策案のうち一部の項目については、現行の労働法制により当然求めら

れる事項が含まれておりますが、四病院団体協議会及び全国医学部長病院長会

議によるアンケート調査を見ると、医師の労働時間短縮に向けた各医療機関に

おける取組が早急に求められる状況にあります。

このため、各都道府県におかれましては、こうした状況を踏まえ、管内の医

療機関に対して、まずは緊急対策案を情報提供いただき、ここに示されている

項目案の速やかな実施に向けた検討の開始を促していただくよう、ご配慮をお

願い申し上げます。

医療機関が項目案の実施に取り組むに当たっては、別添の各種チェックリス

トも活用し得ることから、これらの医療機関が活用できる点検ツールについて

も、併せて情報提供いただくとともに、各都道府県医療勤務環境改善支援セン

ターが実施する医療機関向けセミナ一等さまざまな機会を通じて、改めて周知

に努めて下さいますようお願いいたします。

なお、本件につきましては、別紙の病院団体及び公益社団法人日本医師会宛

てにも同内容を通知しておりますので、ご了知願います。




